
板倉町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関

する法律（昭和５５年法律第８７号。以下「自転車安全対策法」という。）に基づき、

自転車等の放置の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、町有地等に放置され

る自転車等により生じる障害を除去することにより、町民の安全で快適な生活環境を確

保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２

に規定する自転車をいう。 

（２） 自転車等 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の

２に規定する自転車及び同項第１０号に規定する原動機付自転車並びに同法第３条に

規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。 

（３） 放置 自転車等が、相当の期間にわたり置かれていることをいう。 

（４） 放置自転車等 放置されている自転車等をいう。 

（５） 町有地等 町が所有し、又は管理する町道及び公園等の土地をいう。 

（６） 所有者等 自転車等の所有権、使用権又は占有権を現に有する者をいう。 

（町の責務） 

第３条 町は、自転車等の放置の防止に関する指導及び啓発その他の自転車等の放置の防

止に関する対策の総合推進に必要な施策の実施に努めなければならない。 

２ 町は、前項の施策を実施するため必要と認めるときは、道路管理者、警察署、鉄道事

業者その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。 

（自転車等の所有者等の責務） 

第４条 自転車等の所有者等は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力

しなければならない。 



２ 自転車の所有者等は、自転車安全対策法第１２条第３項の規定により都道府県公安委

員会が指定する者の行う防犯登録（以下「防犯登録」という。）を受けなければならな

い。 

（鉄道事業者の責務） 

第５条 鉄道事業法第２条第１項（昭和６１年法律第９２号）に規定する鉄道事業者（以

下「鉄道事業者」という。）は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に努めなけ

ればならない。 

２ 鉄道事業者は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければな

らない。 

（施設の設置者等の責務） 

第６条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊

戯場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のた

めの自転車等駐車場の設置に努めなければならない。 

２ 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場

等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、町が実施する自転車等の放

置の防止に関する施策に協力しなければならない。 

（自転車等の小売業者の責務） 

第７条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり購入者に対し、防犯登録

を受けることを勧奨するよう努めなければならない。 

２ 自転車等の小売を業とする者は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に

協力しなければならない。 

（放置の禁止） 

第８条 何人も、正当な理由なく町有地等に自転車等を放置してはならない。 

（調査） 

第９条 町長は、町有地等に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の状況及び

所有者等その他の事項を調査することができる。 

２ 町長は、前項の規定による調査に当たっては、警察署その他の行政機関への照会その

他の方法により行うものとする。 

（放置自転車等に対する措置） 



第１０条 町長は、自転車等の所有者等に対し、町有地等に自転車等を放置しないよう指

導することができる。 

第１１条 町長は、前条に規定する指導を行ったにもかかわらず、指導を行った日から相

当の期間にわたり自転車等の放置が認められるときは、自転車等の所有者等に対し、当

該町有地等に自転車等を放置しないよう命ずることができる。 

第１２条 町長は、前条に規定する命令を行ったにもかかわらず、命令を行った日から相

当の期間にわたり自転車等の放置が認められるときは、当該自転車等を撤去し、町長が

定めた場所に保管することができる。 

２ 町長は、前項の規定により自転車等を撤去及び保管しようとするときは、係留器具等

の切断その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、町は、当該措置に

よって生じた損害について、賠償の責めを負わないものとする。 

（保管した自転車等の措置） 

第１３条 町長は、前条第１項の規定により自転車等を保管したときは、必要な事項を一

定期間公示しなければならない。 

２ 町長は、保管した自転車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限

を定め当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。 

３ 第１項の規定による公示の日から起算して６月を経過してもなお前条第１項の規定に

より保管した自転車等を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、自

転車安全対策法第６条第４項の規定により、町に帰属する。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 


